(添付和訳)
・パナマ海事局は、すべてのパナマ籍船に対し、あらゆる安全対策を講じ、黒海とアゾフ海のウクライナとロシアの海域を通過しないよう強く勧告しております。
・2022 年 7 月 22 日、トルコ共和国、ロシア連邦、ウクライナ、および国連は、ウクライナの港からの食料品およびアンモニアを含む肥料の安全な輸出に関するイニシアチブに署名しました。
国連の黒海穀物イニシアチブの共同調整センター (JCC) は、「商船のための手順」を承認しました。 この手順は、SOLAS 規則 XI-2/11 および ISPS コード、パート A、セクション 4.2 およびパート B、セクション 4.26 に従って、ウクライナの港への出入りの条件として必須の要件です。
・長さ 111 マイル、幅 3 海里マイルに指定された人道的海上回廊を、共同調整センターによって回廊を回航許可された船舶は、回廊内またはウクライナとトルコの海岸沖の定義された保留エリアに留まらなければなりません。
・商業活動と手続きに基づいて船舶を移動することを決定した海運会社は、ウクライナの港湾当局に申請し、黒海穀物イニシアチブ - 商船のための共同調整センター手続きの完全な指示に従わなければなりません。 共同調整センターは、そのような要求に基づいて、黒海に出入りする船舶の移動を許可します。
・ウクライナの港からの出港を申請したいパナマ籍船で、技術証明書が失効しているか、監査/検査が実施されていない場合は、パナマ海事局のセグマル事務所 (extensions@segumar.com) に連絡する必要があります。 または(conditionals@segumar.com) で、対応する命令を確認してください。 詳細については、Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Center のよくある質問を参照してください。
・状況を認識しているパナマ海事局は、港湾設備を含む黒海とアゾフ海のウクライナとロシアの水域内にあるすべての船舶の安全な脱出経路を確保し、保証するために、国際海事機関と常に連絡を取り合っています。
・黒海、アゾフ海、およびその周辺地域の現在の状況により、パナマ海事局は、パナマに登録されているすべての船舶に対し、船舶のセキュリティプランに従ってセキュリティレベルを引き上げ、船とその乗組員に対し最大限安全対策を講じることを要求しています。
・アゾフ海の航行は引き続き閉鎖されていますが、一部の船舶はロシア当局によってこの海域の通過が許可されています。 
・ウクライナの港または上記のゾーンを通過するパナマの船舶は、最大限の警戒を維持し、船舶とその乗組員を保護するために船内のセキュリティ条件を強化する必要があります。
・国際メディアで報道されているように、ウクライナの港での港湾運営は穀物輸送の目的のみに制限されており、これらの港に停泊するパナマ籍船とその乗組員は、ウクライナ当局が許可を与えるまで港に留まらなければならない。 乗組員の出発または下船。 港に滞在中は、ISPS コードに従って船舶保安計画で要求されている保安レベル III に相当するすべての保安対策を実施する必要があります。現在、船舶は港に出入りすることができません。
・安全のため、自動識別システム (AIS) と LRIT は、船長が船舶のセキュリティが損なわれる可能性があると判断した場合、またはセキュリティインシデントが差し迫っている場合を除き、常にオンにする必要があります。 同様に、海上における人命の安全のための国際条約 (SOLAS) の規定に従って、VHF チャンネル 16 を監視し、地方自治体およびパナマ海事局との通信を常に維持する必要があります。
・船長/S.S.O. 企業は、前述の機器のスイッチを切ることを決定し検討する場合、船とその乗組員の状態を 4 時間ごとにメールで nardila@amp.gob.pa と isps@amp.gob.paに通知し、報告する必要があります。
・パナマ海事局は、以下にリストされた推奨事項を始めとする海事産業のメンバーと利害関係者によって発行された文書に従うことを強く推奨します。
· 事故が発生した、または脅威が変化した地域に入る前に、船舶および航海に固有の新しい脅威リスク評価を実施します。
· リスク評価の後、船舶の保安計画を見直します
· BMP5 のセクション 2 を確認してください。このセクションでは、著作権侵害以外の脅威とグローバル 海賊版対策ガイダンスについて概説しています。
· 完全かつ用心深いブリッジ ウォッチングを維持します。
· 厳重な通信監視を維持し、接近するすべての船舶との通信を確立します。
· 厳格な搭乗管理が実施されていることを確認してください。
· 宿泊施設の通路またははしごは、必要な場合にのみ下げてください。
· 安全な見張りの維持を妨げない限り、可能であれば船外照明を装備し、可能な場合はサーチライトを装備/使用する。
· チャネル 16 t VHF およびその他の通信チャネルの監視。
· https://armada.defensa.gob.es/ihm/Aplicaciones/Navareas/Index_Navareas_xml_ en.html で採掘地域に関する通信通知を確認し、追加情報については地元の港湾当局に連絡してください。
· すぐに使用できるすべての消火設備を確認してください。 メンテナンスが行われている場合は、緊急消火ポンプが利用可能であることを確認してください。
· 自動情報システム (AIS) と LRIT を適切に機能させ、船舶の位置を継続的に送信できるようにする
・ウクライナおよびロシア海域でパナマ籍船に武装要員を乗船させる警備会社の乗船は禁止されています。
・すべての船舶は、乗組員の港湾エリアでの移動に関する地方自治体の指示に従うことをお勧めします。 不測の事態が発生した場合に備えて、船上での通信セキュリティ計画を見直してください。
・インシデントまたは疑わしい活動が発生した場合は、できるだけ早く次のように通知する必要があります。
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